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平成 18 年 6 月 29 日 

各    位 

 

会 社 名 宝ホールディングス株式会社 

代 表 者 名 取 締 役 社 長 大 宮  久

（ コ ー ド 番 号 2531 東証、大証 第 1 部） 

問 合 せ 先 取締役 IR 室長 松崎 修一郎
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「当社株券等の大規模な買付行為に対する対応方針（買収防衛策）」の維持に関するお知らせ 

 
 

当社は、本日開催の取締役会において、平成 18 年 5 月 15 日の当社取締役会で決議した「当

社株券等の大規模な買付行為に対する対応方針（買収防衛策）」（以下、「本プラン」といいま

す。）を維持することを、下記の通り決議いたしましたのでお知らせいたします。 

 

記 

 

１．当社の株主共同の利益の確保・向上に関する取り組み 

 

当社及び当社グループ（以下、「当社グループ」といいます。）は、「自然との調和を大切に、

発酵やバイオの技術を通じて 人間の健康的な暮らしと 生き生きとした 社会づくりに貢献し

ます」という企業理念のもと、日本伝統の酒造りの発酵技術と 先端のバイオ技術の革新を通

じて、食生活や生活文化、ライフサイエンスにおける新たな可能性を探求し、新たな価値を創

造し続けることによって社会への貢献を果たしてまいりました。 
2000 年には、10 年間の長期経営構想「TE-100(TaKaRa Evolution-100)」を策定し、「業績

の進化」「事業の進化」「経営の進化」「風土・人財の進化」「社会・環境行動の進化」という 5
つの進化を実践していくことで、グループ企業価値の持続的な向上に取り組んでいます。そし

て、この長期経営構想のもと、2002 年には、酒類・食品事業を主たる事業領域とする宝酒造グ

ループと、バイオ事業を主たる事業領域とするタカラバイオグループとを傘下に置く持株会社

体制に移行し、それぞれの事業会社グループの独自性と自立性を確保しながら 大限の事業成

果を追求しております。 
上記の経営理念のもと、酒類・食品事業で安定的な利益成長を確保しながら、バイオ事業で

大きく飛躍することが必要であると考えており、したがって、当社の経営にあたっては、当社

グループの主たる事業である酒類・食品事業とバイオ事業という異なるビジネスモデルを持つ

両事業に関する高度な専門知識と豊富な経験、並びに当社グループをとりまく国内外のあらゆ

るステークホルダーとの間に築かれた信頼関係が不可欠であり、こうした諸要素が、当社グル

ープの企業価値の源泉となるとともに、株主の皆様の共同利益を図っているものと考えており

ます。 
当社取締役会は、当社グループにおける以上のような事情を踏まえ、当社株券等の大規模な

買付行為が行われた場合に、株主の皆様が対応方法を検討するために十分な時間と情報を確保

することができるよう、合理的なルールを設定させていただくことが、株主共同の利益に資す

ると考え、本プランの維持を決議いたしました。 
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２．本プランの内容 

  文末の添付資料「当社株券等の大規模な買付行為に対する対応方針（買収防衛策）」 

 をご参照願います。 

 
３．本プランの維持に係る決議 

  本プランは、平成 18 年 6 月 29 日開催の当社取締役会において、出席した取締役９名 

 全員の賛同により決議されたものであります。 

  また、当社取締役会には、社外監査役３名を含む当社の全監査役５名全員が出席し、 

 議事に参加しており、出席監査役全員が、本プランの運用が適正に行われることを 

 条件として、本プランの維持に賛同する旨の意思を表明しております。 

 

４．本プランの有効期間 

  本プランの有効期間は、平成 18 年 6 月 29 日から、平成 19 年 6 月に開催予定の当社 

 定時株主総会終了後 初に開催される取締役会の終了時点までとなります。 

 

なお本日、本プラン維持の決議にあわせ、新株予約権の発行登録を行いました。本日付の

開示資料『新株予約権の発行登録に関するお知らせ』をご参照願います。 

 

 
（参考）大株主の状況 平成 18 年 3 月 31 日現在 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以 上  
当資料取り扱い上の注意点 

当資料中の当社の現在の計画、見通し、戦略、確信などのうち、歴史的事実でないものは、将来の

業績に関する見通しであり、これらは現時点において入手可能な情報から得られた当社経営陣の判断

に基づくものですが、重大なリスクや不確実性を含んでいる情報から得られた多くの仮定および考え

に基づきなされたものであります。実際の業績は、さまざまな要素によりこれら予測とは大きく異な

る結果となり得ることをご承知おきください。実際の業績に影響を与える要素には、経済情勢、特に

消費動向、為替レートの変動、法律・行政制度の変化、競合会社の価格・製品戦略による圧力、当社

の既存製品および新製品の販売力の低下、生産中断、当社の知的所有権に対する侵害、急速な技術革

新、重大な訴訟における不利な判決等がありますが、業績に影響を与える要素はこれらに限定される

ものではありません。 

氏名又は名称 
所有株式数 

（株） 
発行済株式総数に対する
所有株式数の割合（％）

株式会社みずほコーポレート銀行 9,738,000 4.47 

農林中央金庫 9,500,000 4.36 

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 8,956,000 4.11 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 6,715,000 3.08 

明治安田生命保険相互会社 6,318,000 2.90 

株式会社京都銀行 5,000,000 2.30 

住友信託銀行株式会社 2,753,000 1.26 

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（日新火災海上保険退給信託口） 2,183,000 1.00 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（三井アセット信託銀行再信託分・三井物産株式会社退職給付信託口） 2,170,000 1.00 

宝グループ社員持株会 2,062,666 0.95 

計 55,395,666 25.45 

 
 （注）１．当社は、モルガン スタンレー 証券株式会社から、同社及び同社がモルガン スタンレー アンド カンパニー インコーポレーテッド等の代理人として

平成18年４月12日に関東財務局長に提出した大量保有報告書の写しにより、平成18年３月31日現在で、これら６社が共同保有者として、以下のとおり当社の

株式を保有している旨の報告を受けております。 

しかし、当社としましては、当事業年度末日時点における所有株式数の確認ができないため、これについては、上記大株主の状況には記載しておりません。

 モルガン スタンレー 証券準備株式会社 2,687,822株 （1.23％）  

 モルガン スタンレー アンド カンパニー インコーポレーテッド 3,341,416株 （1.53％）  

 モルガン スタンレー アンド カンパニー インターナショナル リミテッド 4,192,571株 （1.93％）  

 モルガン スタンレー キャピタル（ルクセンブルグ）エス エー 277,744株 （0.13％）  

 エムエスディーダブリュ エクイティー ファイナンシング サービセズ（ルクス）エス アー エール エル 814,822株 （0.37％）  

 モルガン スタンレー インベストメント マネジメント インク 107,500株 （0.05％）  

上記（ ）内は発行済株式総数に対する所有株式数の割合であります。 

２．「住友信託銀行株式会社」の所有株式数には、信託業務に係る株式数は含んでおりません。 
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当社株券等の大規模な買付行為に対する対応方針（買収防衛策）（以下「本プラン」といいます。） 
 
１. 本プラン導入の目的 

当社は、上場会社として、当社株式の売買は原則として市場における株主及び投資家の皆

様の判断に委ねるべきものであると考えており、当社株式を取得することにより当社の経営

支配権を獲得しようとする者に対して当社株式の売却を行うか否かについても、 終的には

当社株式を保有する株主の皆様の判断によるものと考えております。また、当社は、特定の

株主のグループが当社の経営支配権を取得することになったとしても、そのこと自体により

直ちに株主共同の利益が害されるということはなく、反対に、それが結果的に当社の株主共

同の利益の 大化に資することもあり得るため、そのような場合であれば、特定の株主のグ

ループが当社の経営支配権を取得することを拒むものではありません。 
しかしながら、当社株式を大規模に買い付け、当社の経営支配権を獲得しようとする者の

中には、真に会社経営に参加する意思がないにもかかわらず、ただ株価をつり上げて、高値

で株式等を会社関係者に引き取らせる目的で買付けを行う者（いわゆるグリーンメイラー）

等類型的に濫用目的を持って当社株式を取得しようとしていると考えられる者や、 初の買

付けで全株式の買付けの勧誘をすることなく、二段階目の買付条件を不利に（あるいは明確

にしないで）設定し、買付けを行うことにより、当社株主の皆様に事実上売却を強要しよう

とする者（いわゆる二段階強圧的買収）等が含まれていることも考えられます。また、前記

のような、株主共同の利益を害する態様による買付行為に当たらない場合であっても、ある

程度の経営支配権の異動が生じ得る場面において、ある買付行為に応じて当社株式を売却す

るか否かの決断を株主の皆様がするにあたっては、必要十分な情報の提供と一定の検討期間

が与えられた上で熟慮に基づいた判断（インフォームド・ジャッジメント）を行うことがで

きるような態勢を確保することが、株主共同の利益に資するものと考えます。 
当社は、平成 18 年 3 月 31 日現在の当社株主名簿及び当社が現時点において受け取ってい

る大量保有報告書及び変更報告書において、当社の経営支配権を獲得しようとしているか否

かに関わらず、本プランの適用の可能性があるような当社株式を大規模に買い付け、又は買

い付けようとする者の存在を特に認識しておりませんが、将来において、そのような者が登

場することはあり得るところであると考えます。そこで、前記のような観点から、株主共同

の利益を害することが明白な買付行為から当社の株主共同の利益を保護し、かつ、当社の株

主の皆様が、経営支配権の異動が生じ得る場面において、ある買付行為に応じて当社株式を

売却するか否かを判断するにあたってインフォームド・ジャッジメントを行うことができる

よう、本プランを導入するものであります。 
 
２. 本プランの内容 
（1）本プラン適用の要件 

本プランは、特定株主グループ（注 1）の議決権割合（注 2）を 20 パーセント以上とす

ることを目的とする当社株券等（注 3）の買付行為又は結果として特定株主グループの議

決権割合が 20 パーセント以上となるような買付行為（以下、総称して「大規模買付行為」

といいます。なお、当社取締役会が事前に賛同の意思を表明した買付行為については、こ

れには当たらないこととします。）に対して、適用されるものとします。 
本プランが適用される場合、大規模買付行為を行おうとする者（以下「大規模買付者」

といいます。）は、本プランに定められた大規模買付行為に関するルール（以下「大規模買

付ルール」といいます。）を遵守しなければならないものとします。 
大規模買付ルールとは、事前に大規模買付者から当社取締役会に対して十分な情報を提

供し、当社取締役会による一定の評価期間が経過した後に大規模買付行為を開始する、と

いうものです。 
 

（注 1） 「特定株主グループ」とは、①当社の株券等（証券取引法（昭和 23 年４月 13 日法

律 25 号。その後の改正を含む。以下同じ。）第 27 条の 23 第 1 項に規定する株券等を

いいます。）の保有者（同法第 27 条の 23 第 1 項に規定する保有者をいい、同条第 3
項に基づき保有者に含まれる者を含みます。）及びその共同保有者（同法第 27 条の 23
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第 5 項に規定する共同保有者をいい、同条第 6 項に基づき共同保有者とみなされる者

を含みます。）、又は②当社の株券等（同法第 27 条の 2 第 1 項に規定する株券等をい

います。）の買付け等（同法第 27 条の 2 第 1 項に規定する買付け等をいい、取引所有

価証券市場において行われるものを含みます。）を行う者及びその特別関係者（同法

第 27条の 2第 7項に規定する特別関係者をいいます。）を意味し、以下同じとします。 
 

（注 2） 「議決権割合」とは、①特定株主グループが、前記（注 1）の①の記載に該当する場

合は、当社の株券等の保有者の株券等保有割合（証券取引法第 27 条の 23 第 4 項に規

定する株券等保有割合をいいます。この場合においては、当該保有者の共同保有者の

保有株券等の数（同項に規定する保有株券等の数をいいます。）も計算上考慮されるも

のとします。）をいい、②特定株主グループが、前記（注 1）の②の記載に該当する場

合は、当社の株券等の買付け等を行う者及びその特別関係者の株券等所有割合（同法

第 27 条の 2 第 8 項に規定する株券等所有割合をいいます。）の合計をいい、以下同じ

とします。 
 

（注 3） 「株券等」とは、証券取引法第 27 条の 23 第 1 項に規定する株券等又は同法第 27
条の 2 第 1 項に規定する株券等のいずれかに該当するものを意味し、以下同じとしま

す。 
 
（2）大規模買付ルールの内容 
  ａ．必要十分な情報の提供 

大規模買付ルールが適用される場合、大規模買付者は、まず、大規模買付者の名称、

住所、設立準拠法、代表者の氏名、国内連絡先及び大規模買付者の行う大規模買付行為

（以下「買付提案」といいます。）の概要並びに大規模買付ルールを遵守する旨を記載し

た意向表明書を当社取締役会に提出しなければならないものとします。 
当社取締役会はかかる意向表明書を受領した後 5 営業日以内に、大規模買付者に対し、

当社取締役会が大規模買付者に提出を求める、大規模買付者自身及び買付提案に係る情

報（以下「必要情報」といいます。）を以下の①乃至⑥に規定する大項目からなるリスト

（以下「必要情報リスト」といいます。）として交付します。大規模買付者は、必要情報

リストに記載された必要情報を書面にて当社取締役会に提出しなければならないものと

します。 
当社取締役会は、提出を受けた必要情報のうち、株主の皆様のインフォームド・ジャ

ッジメントに資するものと判断した情報については、適宜、当社取締役会が適当である

と判断する方法により、これを株主の皆様に開示するものとします。 
① 大規模買付者及びそのグループに関する事項 

  ② 当社株券等の取引状況 
   ③ 買付提案の買付条件 
  ④ 当社株券等の取得対価の算定根拠 
  ⑤ 資金の裏付け 

⑥ 当社株券等を取得した後の経営方針及び事業計画等 
当社取締役会は、弁護士、公認会計士及び投資銀行等の公正な外部専門家の意見も参

考にして必要情報を精査し、大規模買付者から提出された必要情報が必要情報リストの

要件を満たすものであり、かつ、株主の皆様のインフォームド・ジャッジメントのため

に必要十分なものとなっているか否かについて判断するものとします。 
当社取締役会は、大規模買付者から提出された必要情報が必要情報リストの要件を満

たすものであり、かつ、株主の皆様のインフォームド・ジャッジメントのために必要十

分なものとなっていると判断した場合、速やかに、必要情報の提供があった旨を取締役

会が適当であると判断する方法により公表するとともに大規模買付者に対し通知し、か

かる公表を行った日をもって、検討期間の開始日（以下「検討期間開始日」という。）と

します。 
これに対し、当社取締役会は、大規模買付者から提出された必要情報が、必要情報リ

ストの要件を満たしていないと判断した場合、又は、株主の皆様のインフォームド・ジ
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ャッジメントのために必要十分なものとなっていないと判断した場合、大規模買付者に

対して、必要情報リストの要件を満たすために改めて提出することが必要な情報及び株

主の皆様のインフォームド・ジャッジメントのために必要な情報（以下、総称して「必

要的追加情報」といいます。）を提出するよう大規模買付者に求めることができるものと

します。この場合、当社取締役会が、大規模買付者により、かかる必要的追加情報の提

出がなされたと判断した場合、当社取締役会が適当であると判断する方法により公表す

ることとし、かかる公表を行った日をもって検討期間開始日とするものとします。 
なお、大規模買付者から提出された必要情報又は必要的追加情報に、重大な虚偽の記

載が含まれていた場合には、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しなかった場合と

同様の措置をとることができるものとします。 
 

ｂ．検討期間 
大規模買付者は、前記の検討期間開始日を起算日として、当社取締役会が、買付者か

らの情報を検討した上、場合によっては買付提案に対する代替案を提示し、又は、株主

の皆様が買付提案に応じて当社株券等を売却するか否かのインフォームド・ジャッジメ

ントを行うための期間として、一定の検討期間を設けなければならないものとします。

大規模買付者は、かかる検討期間の末日の翌日から、大規模買付行為を開始することが

できるものとします。 
具体的な検討期間については、買付提案の評価等の難易に応じ、以下のとおりとしま

す。但し、当社取締役会は、大規模買付者及び買付提案の内容に照らし、検討期間を以

下の①又は②の期間よりも短縮することが妥当であると判断した場合、当社取締役会の

裁量により、検討期間を短縮することができるものとします。 
 

① 現金（円貨）のみを対価とする、当社の発行済全株式を対象とする公開買付け：60
日間 

② 前記①以外の全ての大規模買付行為：90 日間 
 

ｃ．買付提案が変更された場合 
  検討期間開始日以降に、買付提案に重要な変更があった場合（かかる変更後の買付提

案を、以下「変更買付提案」といいます。）、当社取締役会は、弁護士、公認会計士及び

投資銀行等の公正な外部専門家の意見も参考にして、変更買付提案が変更前の買付提案

と比較して当社又は株主の皆様にとって実質的に不利益なものでないか否かを判断する

ものとします。 
  当社取締役会が、変更買付提案が変更前の買付提案と比較して当社又は株主の皆様に

とって実質的に不利益なものであると判断した場合、大規模買付者は、変更買付提案に

係る必要情報（変更前の買付提案と比較して実質的に不利益となった部分に係る必要情

報に限るものとします。）を当社に対して提出しなければならず、当社取締役会が変更買

付提案の提出があった旨を公表した日を新たな検討期間開始日として、前記ｂ．に従っ

た検討期間を設けなければならないものとします。 
これに対し、当社取締役会が、変更買付提案が変更前の買付提案よりも当社又は株主

の皆様にとって実質的に不利益なものではないと判断した場合、従前の検討期間開始日

を起算点とした検討期間が引き続き存続するものとします。 
 
ｄ．大規模買付ルールが遵守された場合 

大規模買付者が大規模買付ルールを遵守して、必要情報（及び必要的追加情報）を提

出し、かつ、検討期間の猶予を設けた場合には、当社取締役会は、大規模買付者又は買

付提案が以下の各号に定めるいずれかに該当する場合でない限りは、仮に、当社取締役

会が、買付提案に反対であったとしても、反対意思の表明、代替案の提示、株主の皆様

に対する説得行為等を行うにとどめ、本プランに定める対抗措置の発動は行わないもの

とします。 
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① 真に当社の会社経営に参加する意思がないにもかかわらず、当社株式の株価をつり

上げて高値で当社株券等を当社の関係者に引き取らせる目的で大規模買付行為を行っ

ている場合（いわゆるグリーンメイラー） 
② 当社の経営を一時的に支配して当社の事業経営上必要な知的財産権、ノウハウ、企

業秘密情報、主要取引先や顧客等を大規模買付者又は特定株主グループに移譲させる

目的で大規模買付行為を行っている場合 
③ 当社の経営を支配した後に当社の資産を大規模買付者や特定株主グループの債務の

担保や弁済原資として流用する予定で大規模買付行為を行っている場合 
④ 当社の経営を一時的に支配して当社の事業に当面関係していない不動産、有価証券

など高額資産等を売却等処分させ、その処分利益をもって一時的な高配当をさせるか

あるいは一時的高配当による株価の急上昇の機会を狙って当社株券等の高価売り抜け

をする目的で大規模買付行為を行っている場合 
⑤ 初の買付けで全株式の買付けの勧誘をすることなく、二段階目の買付条件を不利

に（あるいは明確にしないで）設定し、買付けを行うことにより、株主の皆様に事実

上売却を強要する結果となっている場合（いわゆる二段階強圧的買収） 
 

ｅ．対抗措置の発動 
大規模買付者が、大規模買付ルールを遵守しなかった場合、又は、ルールを遵守した

場合でも、当社取締役会が、弁護士、公認会計士及び投資銀行等の公正な外部専門家の

意見も参考にして、大規模買付者若しくは買付提案が、前項 d.の①乃至⑤のいずれかに

該当する場合、当社取締役会の決議により、直ちに対抗措置を発動することができるも

のとします。 
ｆ．対抗措置の内容 
  当社取締役会は、対抗措置として、新株予約権の無償割当てをはじめとし、その時点

の法令及び当社定款が当社取締役会の権限として認める行為を行います。具体的な対抗

措置の種類及びその条件については、その時点で相当と認められるものを選択します。

但し、当社取締役会は、対抗措置の発動後であっても、大規模買付者が必要十分な必要

情報の提供を行ったこと又は買付提案を変更したこと等により、大規模買付行為が、当

社の株主共同の利益の向上に資するものとなったと判断した場合、並びに、大規模買付

者が大規模買付行為を撤回したことにより、対抗措置の発動の必要がなくなった場合等

には、法令により許容される方法により、対抗措置をとり止めることができるものとし

ます。 
なお、対抗措置として新株予約権の無償割当てが行われる場合に株主の皆様に割り当

てられる新株予約権の概要は、後記（3）「新株予約権の概要」記載のとおりとします。 
 
（3）新株予約権の概要 

対抗措置として、新株予約権の無償割当てが行われる場合に株主の皆様に割り当てられる

新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）の概要は以下の各号に規定するとおりです。

なお、以下の各号に規定する概要は、本新株予約権の割当てが行われる際の状況により、変

更されることがあるものとします。 
 

① 本新株予約権の割当ての対象となる株主等 
当社取締役会は、本新株予約権の割当てを決定した場合、直ちに、会社法第 124 条

に基づく基準日（以下「割当基準日」といいます。）の設定を行います。かかる基準日

における 終の株主名簿又は実質株主名簿に記載又は記録された株主に対し、その所

有株式 1 株につき 1 個の割合で本新株予約権を割り当てます。 
② 本新株予約権の総数 

割当基準日における 終の発行済株式総数から、同日において、当社の保有する自

己株式を除いた数を上限とします。 
③ 本新株予約権の割当てが効力を生じる日 

本新株予約権の割当てが効力を生じる日については、当社取締役会にて別途定める
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ものとします。 
④ 本新株予約権の目的となる株式の種類及び数 

本新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、本新株予約権 1 個当た

りの目的となる当社普通株式の数は 1 株とします。但し、当社が株式の分割又は併合

等を行う場合には、当社取締役会が新株予約権無償割当て決議によって定める調整式

による調整を行うものとします。 
⑤ 本新株予約権の行使に際して払込みをなすべき額 

本新株予約権の行使により交付される当社普通株式 1 株あたりの払込金額は 1 円以

上で当社取締役会が定める額とします。 
⑥ 本新株予約権の行使条件 

大規模買付者及びその特定株主グループ並びに大規模買付者及びその特定株主グル

ープから当社取締役会の承認を得ずに本新株予約権を取得又は承継した者は、本新株

予約権を行使できないものとします。 
⑦ 本新株予約権の譲渡 

本新株予約権の譲渡には、当社取締役会の承認を要するものとします。 
⑧ 本新株予約権の行使期間 

新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が定める日を初日とし、2 か月間

までの範囲で新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が定める期間とします

（以下「行使期間」といいます。）。但し、行使期間の 終日が払込取扱場所の休業日

に当たるときは、その翌営業日を 終日とします。 
⑨ 本新株予約権の取得条項 

本新株予約権には、行使期間開始日前日までの当社取締役会が別途定める日の到来

をもって、当社が、全ての本新株予約権を無償で取得することができる旨の条項（取

得条項）を付する場合があるものとします。 
また、本新株予約権には、一定の事由が生じたことを条件として、当社が、当社普

通株式を取得対価として本新株予約権を取得することができる旨の条項（取得条項）

を付する場合があるものとします。 
⑩ 本新株予約権に係る新株予約権証券の発行 

新株予約権証券は、新株予約権者の請求がある場合に限り発行するものとします。 
  ⑪ その他 
     その他必要な事項については、新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が

定めるものとします。 
 
３. 株主及び投資家の皆様に与える影響等 

（1）本プランの導入時において株主及び投資家の皆様に与える影響 
本プランは、導入時点において新株予約権の無償割当て等を行うものではありませんの

で、導入時点において株主及び投資家の皆様の権利関係に影響はございません。 
 
（2）対抗措置の発動時において株主及び投資家の皆様に与える影響 

対抗措置の発動として、本新株予約権の割当てがなされた場合には、割当基準日の 終

の株主名簿に記載又は記録された株主の皆様に対して、その保有株式数に応じて本新株予

約権が割り当てられることになります。 
割当てを受けた株主様が、所定の権利行使期間内に、権利行使のために必要な行為を取

らなかった場合、他の株主の皆様による本新株予約権の行使により議決権比率が低下する

ことになります（但し、当社普通株式を取得対価とした取得条項に基づく取得の結果とし

て当社普通株式が交付される場合には、こうした議決権比率の低下は生じないことになり

ます。）。 
なお、当社は、本プランにおける対抗措置の発動に係る手続きの過程において、株主の

皆様に必要な情報を開示しますが、本新株予約権無償割当て決議がなされた場合、及び本

新株予約権無償割当てを実施したにもかかわらず、例えば、大規模買付者が買付を撤回し

た等の事情により、本新株予約権の行使期間開始日前日までに、当社が本新株予約権者に
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当社株式を交付することなく無償で本新株予約権を取得する場合には、当社株式の価格が

少なからず変動することもありますので、株主の皆様におかれましては十分ご注意下さい。 
 

（3）対抗措置の発動時において株主の皆様に必要となる手続 
対抗措置の発動として、無償割当てによる本新株予約権の割当てがなされる場合、前記

のとおり、割当基準日を公告し、割当基準日における株主の皆様に本新株予約権が無償に

て割り当てられますので、株主の皆様におかれましては、速やかに株式の名義書換手続を

行っていただく必要があります（証券保管振替機構をご利用の株主様については、名義書

換手続は不要です。）。新株予約権の無償割当てにおいては、株主の皆様の申込みの手続は

不要であり、割当基準日における 終の株主名簿又は実質株主名簿に記載又は記録された

株主の皆様は、本新株予約権無償割当ての効力発生日において、当然に新株予約権者にな

られます。 
なお、対抗措置として、株主割当てによる新株予約権の発行がなされる場合は、当社又

は当社の証券代行事務会社より、割当基準日現在の株主の皆様に対して、新株予約権申込

書が送付されます。新株予約権の割当てを希望される株主の皆様は、新株予約権申込書に

必要事項を記入の上で申し込み、新株予約権証券を受け取り、新株予約権を行使していた

だくことになります。 
 

４. その他 
（1）本プランの改廃 

当社は、毎事業年度の定時株主総会終結後 初に開催される取締役会（当該事業年度の

定時株主総会において株主の皆様に選任された取締役によって構成される取締役会）にお

いて、本プランを維持するか否か及び維持するとした場合の内容につき検討し、決定する

ことといたします。 
 
（2）法令の改正等 

法令の新設又は改廃により、本プランに定める条項又は用語の意義等に修正を加える必

要が生じた場合、当該新設又は改廃の趣旨を考慮の上、本プランに定める条項又は用語は、

適宜合理的な範囲内で修正され、又は読み替えられえるものとします。 
以 上 
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